
海 上 公 園 指 定 管 理 者 評 価 委 員 会 
                       

                                  日時: 令和３年７月２７日（火） 

                                                午後１時 30 分 

                                        場所: 都庁第二本庁舎９階 ９Ｂ会議室 

                                       

 

次  第 

 

  １ 開 会   

２ 委員長挨拶 

  ３ 議 事 

（１） 概要説明 

（２） 評価 

① 東京臨海副都心グループ 

② 東京港埠頭株式会社 

③ 若洲シーサイドパークグループ 

～ 休憩 ～ 

④ 東京港野鳥公園グループ 

⑤ アメニス海上南部地区グループ 

⑥ 公益財団法人東京都公園協会 

４ 閉 会 

 配付資料 ： 概要説明資料 、評価資料 、事業報告書類（参考）、海上公園ガイド、 

      評価結果３か年の推移（参考）、一次評価の前年度との比較（参考）、 

東京 2020 大会準備に伴う海上公園施設の閉鎖状況（令和 2 年度）（参考）、 

新型コロナウイルス感染防止に伴う海上公園施設の閉鎖状況（令和 2 年度） 

（参考） 



１９港臨公第１９号 

平成 19 年 5 月 31 日 

局 長 決 定 

改正 平成 20 年５月 23日 20 港臨公第 34 号 

改正 平成 22 年６月 18日 22 港臨公第 42 号 

改正 平成 27 年６月 30日 27 港臨公第 71 号 

改正 平成 29 年３月 30日 28 港臨公第 249 号 

改正 平成 29 年７月 31日 29 港臨公第 103 号 

改正 令和３年３月 26 日 ２港臨公第 260 号 

 

 

海上公園指定管理者管理運営状況等の評価委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１ 東京都海上公園条例(昭和 50 年東京都条例第 107 号。以下「条例」という。)第 30 条の 3 に基

づき、条例第 4 条に定める各海上公園(以下「公園」という。)の指定管理者の指定を受けた者(以

下「指定管理者」という。)が各海上公園で実施した管理運営の状況等を東京都港湾局長(以下

「局長」という。)が評価するため、海上公園の指定管理者管理運営状況等の評価委員会(以下「評

価委員会」という。)を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２ 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 (1) 条例、同施行規則及び東京都立海上公園等指定管理者募集要項等に基づき、各指定管理

者が各海上公園で行った管理運営状況等の評価 

 (2) 前号に掲げるもののほか、評価を行うに当たり必要な事項 

 

（組織） 

第３ 評価委員会は、次に掲げるもののうち、局長が委嘱する委員３名により組織する。 

（１）公認会計士または税理士（1 名） 

（２）学識経験者（２名） 

２ 委員長は、前項(2)の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。 

 

（委員長の職務及び代理） 

第４ 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるときは、第３の１(2)の委員のうちから、あらかじめ委員長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

 

（任期） 

第５ 委員の任期は、第３の定めた局長から委嘱を受けた日から当該委嘱に係る評価について港湾



局が公表する日までとする。 

 

（評価委員会） 

第６ 評価委員会は、評価委員会事務局長が召集する。 

２ 評価委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 

３ 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところとす

る。 

４ 評価委員会は、非公開の根拠が、個人のプライバシー保護、企業秘密保護及び法令等による公

開禁止以外の場合、原則公開とする。 

 

（守秘義務） 

第７ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

（評価委員会の事務局） 

第８ 評価委員会の事務局は、臨海開発部とする。 

２ 事務局長は、臨海開発部長とする。 

 

（委任） 

第９ この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定め

る。 

 

 附則 

この要綱は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。 

この要綱は、平成 20 年 6 月 1 日から施行する。 

この要綱は、平成 22 年 7 月 1 日から施行する。 

この要綱は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。 

この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

この要綱は、平成 29 年 8 月 1 日から施行する。 

この要綱は、令 和 ３年 ４月 １日から施行する。 



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



海上公園指定管理者管理運営状況等 評価

評価資料

● 東京臨海副都心グループ       一次評価結果 【 P 2】

 （ お台場海浜公園外11公園）      二次評価（ 案）  【 P13】

● 東京港埠頭株式会社         一次評価結果 【 P15】

 （ 辰巳の森海浜公園外６公園）     二次評価（ 案）  【 P24】

● 若洲シーサイドパークグループ    一次評価結果 【 P26】  

 （ 若洲海浜公園）           二次評価（ 案）  【 P30】

● 東京港野鳥公園グループ       一次評価結果 【 P32】

 （ 東京港野鳥公園）          二次評価（ 案）  【 P36】

● アメニス海上南部地区グループ    一次評価結果 【 P38】

 （ 大井ふ頭中央海浜公園外14公園）   二次評価（ 案）  【 P49】

● 公益財団法人東京都公園協会     一次評価結果 【 P51】

 （ 葛西海浜公園）           二次評価（ 案）  【 P58】
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 一次評価結果 ＞

東京臨海副都心グループ
（ 東京都立お台場海浜公園外１１ 公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 二次評価（ 案） ＞

東京臨海副都心グループ
（ 東京都立お台場海浜公園外１１ 公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 一次評価結果 ＞

東京港埠頭株式会社
（ 東京都立辰巳の森海浜公園外６ 公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 二次評価（ 案） ＞

東京港埠頭株式会社
（ 東京都立辰巳の森海浜公園外６ 公園）

令和3年7月27日
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指定管理者名

項 目

管 理 状 況

事 業 効 果

そ の 他

二 次 評 価 東京都立辰巳の森緑道公園

東京都立新木場緑道公園

東京都立辰巳の森海浜公園 Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

東京都立新木場公園

・ 来園者が快適に過ごせるよう、 維持管理を適切に行っている。
・ 東京2020大会の準備により利用休止していたニュースポーツ施設について、
ニュースポーツ団体や組織委員会等と再開時期の調整を行い、 利用者への丁寧
な説明を行ったことで、 大きな苦情やト ラブルは発生しなかった。
・ 新型コロナウイルス感染症対策により、 バーベキュー施設を利用休止した際
には、 予約していた利用者に電話連絡するなど、 案内を適切に行った。

・ エリア内の連動する緑道公園においては、 サイクリングコースをより多く の
人に知ってもらうため、 見どころを写真付きで紹介したサイクリングマップを
作成して公開している。
・ 辰巳の森海浜公園では、 ニュースポーツ施設の受付にデジタルサイネージを
新たに設置し、 ルール等を掲示して楽しみ方を紹介している。 また、 多言語の
自動翻訳機を導入し、 外国人が利用しやすい環境づく りに努めている。
・ 辰巳の森緑道公園では、 「 辰巳画廊」 を新たに運営し、 地元の保育園の園児
による作品を展示するなど、 公園の更なる賑わいと地域住民の憩いの場となる
取組を行っている。

【 特命要件の継続】
・ これまでの公園管理経験や知識を活かし、 東京2020大会施設整備工事への協
力を行い、 その影響下でも海上公園事業を滞りなく 行っているため、 特命要件
を継続している。

【 その他特記事項】
・ 辰巳の森海浜公園は多く の施設を利用休止したが、 関係者との連携を密に
し、 来園者等への案内を適切に行うことで、 大きな苦情やト ラブルが発生しな
かった。 また、 ニュースポーツ施設の利用者の検温やスポーツ用具の消毒を行
うなど、 新型コロナウイルス感染症対策を徹底した。
・ 都のキャッシュレスの取組に協力し、 利用料の電子マネー及びクレジット
カード収納を開始して、 来園者の利便性を向上させた。

東京港埠頭株式会社

評 価 内 容

東京都立晴海ふ頭公園

東京都立春海橋公園

東京都立夢の島緑道公園
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 一次評価結果 ＞

若洲シーサイドパークグループ

（ 東京都立若洲海浜公園）

令和3年7月27日
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若洲海浜公園 若洲シーサイドパークグループ

大項目 中項目 確認項目

事業効果 事業の取組 事業計画どおりのサービスが提供されているか 配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

若洲海浜公園 新規来園者等を増やす取組（賑わいイベント開催等） ×2 ○

若洲海浜公園 公園の愛好者や支援者の獲得（協働事業や講座等） ×2 ○

若洲海浜公園 公園滞在中の満足度向上（便益提供や修景整備等） ×1 ○

若洲海浜公園 公園の情報発信への取組 ×2 ○

若洲海浜公園 運営状況分析 ×1 ○

利用の状況 事業計画どおりの利用状況となっているか 配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

若洲海浜公園 施設の利用状況 ×1 ○

利用者の反応 利用者の満足を得られているか 配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

若洲海浜公園 利用者満足度（ 樹木等の維持） ×1 ○

若洲海浜公園 利用者満足度（ 施設・ 建物等の管理） ×1 ○

若洲海浜公園 利用者満足度（ 安全・ 安心） ×1 ○

若洲海浜公園 利用者満足度（ 総合満足度） ×2 ○

行政目的の達成 行政と連携を図り施設の目的を達成しているか 配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

若洲海浜公園 都及び関係機関等との連携 ×1 ○

若洲海浜公園 都の実施施策への協力 ×2 ○

【評価の内容】

＜ゴルフリンクス＞
○スループレーや薄暮プレーなど、多様なプレースタイルを設定して利用者ニーズに応えている。また、利用者ニーズの高い手軽なセルフプレーにつ
いて、ゴルフコース内の巡回を強化するなど、利用者のプレー時間をきめ細やかに管理することで、設定組数を増やして利用者が増加した。
○新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、例年どおりゴルフ場を公園として開放するイベントを実施し、ゴルフをプレイしない人にも興味を持って
もらえるよう取り組んでいる。
○Web予約のシステム変更による受付内容の拡充や、電話予約の回線数を増やしてつながりやすくするなど、利便性の向上を図っている。

＜海釣り施設・関連園地＞
○新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、釣り初心者とその家族を対象にしたイベントを実施し、好評を得ている。また、釣りを楽しめる環境づく
りとして、企業や団体と連携した環境美化活動を行っているほか、1万尾のカサゴの稚魚を放流している。
○釣り客が増加しているため、Twitterを用いた迅速な混雑状況の情報発信を行って、混雑の緩和に努めている。

【評価の内容】

○東京2020大会の関連施設の整備や、トライアスロン競技の公式練習会場として使用されるため、関係者との打合せや現地調査を実施した。調整に
当たっては、隣接するヨット訓練所と江東区立若洲公園への影響の予測など、施設を熟知している立場として全面的な協力を行っている。
○ゴルフリンクスが新型コロナウイルス感染症対策で都の要請により2回休場したが、速やかに合計4,077組の予約者に休場の案内を電話連絡し、大
きな苦情やトラブルもなく適切に対応した。さらに、東京版新型コロナ見守りサービスの利用の奨励や、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示など、都の
取組に協力した。

【評価の内容】

○全ての項目において、利用者からの評価が高い。

【評価の内容】

○新型コロナウイルス感染症対策により、ゴルフリンクスは約5か月休場し、海釣り施設や駐車場も休止等の対応を行ったため、利用者数は前年度か
ら約30％減少し、過去3か年平均からも約28%減少した。しかし、緊急事態宣言の期間外である6月から12月までは、例年に比べ来園者数が増加してお
り、過去3か年平均から約12%増加した。

28



29



海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 二次評価（ 案） ＞

若洲シーサイドパークグループ

（ 東京都立若洲海浜公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 一次評価結果 ＞

東京港野鳥公園グループ
（ 東京都立東京港野鳥公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 二次評価（ 案） ＞

東京港野鳥公園グループ
（ 東京都立東京港野鳥公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 一次評価結果 ＞

アメニス海上南部地区グループ

（ 東京都立大井ふ頭中央海浜公園外１４ 公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 二次評価（ 案） ＞

アメニス海上南部地区グループ

（ 東京都立大井ふ頭中央海浜公園外１４ 公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 一次評価結果 ＞

公益財団法人

東京都公園協会
（ 東京都立葛西海浜公園）

令和3年7月27日
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海上公園指定管理者

管理運営状況等

＜ 二次評価（ 案） ＞

公益財団法人

東京都公園協会
（ 東京都立葛西海浜公園）

令和3年7月27日
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